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富山県告示第55号 

      県営土地改良事業計画に関する書類の縦覧について 

  土地改良法（昭和24年法律第 195号）第87条第１項の規定により県営舘地区土地 

改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により公告し、関係書類を次のとお 

り縦覧に供する。 

    令和４年２月14日 

                    富山県知事  新  田  八  朗  

１  縦覧に供すべき書類 

    県営舘地区土地改良事業計画書の写し 

２  縦覧の期間 

    令和４年２月14日から 

    令和４年３月15日まで 

３  縦覧の場所 

  南砺市役所 

毎週月.水.金曜日発行 
令和４年２月14日 

月 曜 日 
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教示 

  １  この土地改良事業計画（以下「計画」という。）については、土地改良法第 

  87条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、 

  富山県知事に対して審査請求をすることができます。 

  ２  この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和37年法 

  律第 139号）第14条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（１の 

  審査請求をした場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を 

  知った日の翌日から起算して６箇月以内に、富山県を被告として（訴訟におい 

  て富山県を代表する者は、富山県知事となります。）、この計画の取消しの訴 

  えを提起することができます。ただし、この計画が定められた日の翌日から起 

  算して１年を経過したときは、この計画の取消しの訴えを提起することができ 

  ません。 

 

 

富山県告示第56号 

      県営土地改良事業計画に関する書類の縦覧について 

  土地改良法（昭和24年法律第 195号）第87条第１項の規定により県営小坂地区土

地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により公告し、関係書類を次のと

おり縦覧に供する。 

    令和４年２月14日 

                    富山県知事  新  田  八  朗  

１  縦覧に供すべき書類 

    県営小坂地区土地改良事業計画書の写し 

２  縦覧の期間 

    令和４年２月14日から 

    令和４年３月15日まで 

３  縦覧の場所 

  南砺市役所 

教示 
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  １  この土地改良事業計画（以下「計画」という。）については、土地改良法第 

  87条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、 

  富山県知事に対して審査請求をすることができます。 

  ２  この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和37年法 

  律第 139号）第14条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（１の 

  審査請求をした場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を 

  知った日の翌日から起算して６箇月以内に、富山県を被告として（訴訟におい 

  て富山県を代表する者は、富山県知事となります。）、この計画の取消しの訴 

  えを提起することができます。ただし、この計画が定められた日の翌日から起 

  算して１年を経過したときは、この計画の取消しの訴えを提起することができ 

  ません。 

 

 

富山県告示第57号 

      県営土地改良事業計画に関する書類の縦覧について 

  土地改良法（昭和24年法律第 195号）第87条第１項の規定により県営中沖北部地 

区土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により公告し、関係書類を次 

のとおり縦覧に供する。 

    令和４年２月14日 

                    富山県知事  新  田  八  朗  

１  縦覧に供すべき書類 

    県営中沖北部地区土地改良事業計画書の写し 

２  縦覧の期間 

    令和４年２月14日から 

    令和４年３月15日まで 

３  縦覧の場所 

  富山市役所 

  射水市役所 

教示 
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  １  この土地改良事業計画（以下「計画」という。）については、土地改良法第 

  87条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、 

  富山県知事に対して審査請求をすることができます。 

  ２  この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和37年法 

  律第 139号）第14条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（１の 

  審査請求をした場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を 

  知った日の翌日から起算して６箇月以内に、富山県を被告として（訴訟におい 

  て富山県を代表する者は、富山県知事となります。）、この計画の取消しの訴 

  えを提起することができます。ただし、この計画が定められた日の翌日から起 

  算して１年を経過したときは、この計画の取消しの訴えを提起することができ 

  ません。 

 

 

富山県告示第58号 

      県営土地改良事業計画に関する書類の縦覧について 

  土地改良法（昭和24年法律第 195号）第87条第１項の規定により県営柳瀬地区土 

地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により公告し、関係書類を次のと 

おり縦覧に供する。 

    令和４年２月14日 

                    富山県知事  新  田  八  朗  

１  縦覧に供すべき書類 

    県営柳瀬地区土地改良事業計画書の写し 

２  縦覧の期間 

    令和４年２月14日から 

    令和４年３月15日まで 

３  縦覧の場所 

  砺波市役所 

教示 

  １  この土地改良事業計画（以下「計画」という。）については、土地改良法第 



  令和４年２月 14日       富 山 県 報       第 4896号  5   

 

  87条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、 

  富山県知事に対して審査請求をすることができます。 

  ２  この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和37年法 

  律第 139号）第14条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（１の 

  審査請求をした場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を 

  知った日の翌日から起算して６箇月以内に、富山県を被告として（訴訟におい 

  て富山県を代表する者は、富山県知事となります。）、この計画の取消しの訴 

  えを提起することができます。ただし、この計画が定められた日の翌日から起 

  算して１年を経過したときは、この計画の取消しの訴えを提起することができ 

  ません。 

 

 

富山県公安委員会告示第９号 

   富山県公安委員会が行う交通規制についての一部改正について 

 富山県公安委員会が行う交通規制について（昭和46年富山県公安委員会告示第 

 125号）の一部を次のように改正し、令和４年２月14日から施行する。 

  令和４年２月14日 

                  富山県公安委員会 

                     委 員 長 神  川  康  子  

別表第１ ⑶一方通行 

 高岡市の項第 250号に次の１号を追加する。                 
 

 

高岡市 251  
高岡市京田 641－1から 
 
同 市京田 647まで 

90ｍ 

 
 
終日 
 
 

自動車 
原付 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公共測量の終了 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規 
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定により、富山市長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同 

条第３項の規定により公示する。 

  令和４年２月14日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  公共測量（２級基準点測量） 

２ 作業期間 

  令和３年10月１日から令和４年１月25日まで 

３ 作業地域 

  富山市 興人町地内 

 

 

開発行為の工事完了 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第29条第１項の規定により許可した開発行 

為に関する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定により公告する。 

  令和４年２月14日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

開発区域又は工区に 
 

含まれる地域の名称 

公 共 施 設 開 発 許 可 を 受 け た 者 

位置･区域 種 類 住    所 氏   名 
 
射水市黒河新字坂前2601 
番２、2602番３、2602番 
５、2603番１、2603番 
２、2603番３、2603番 
４、2603番５、2604番 
５、2604番６、2601番２ 
地先、2602番３地先及び 
2603番４地先並びに黒河 
字三百野3883番、3884 
番、3884番２、3884番３ 
及び3884番地先並びに黒 
河新字三百野232番２の 
一部及び232番２地先  

同左 道 路 
下水道 射水市三ケ1525番地 山徳不動産開

発株式会社 
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県有財産（土地）の貸付に係る一般競争入札の実施 

 県有財産（土地）の貸付について、次のとおり一般競争入札を実施するので、地 

方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の６第１項の規定により公告する｡ 

  令和４年２月14日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 入札に付する物件 
 

物件 
番号 

 
所在地 

 
面積（登記簿） 地目 予定価格 入札保証金 

１ 富山市千歳町一丁目 
４番２ 

 947.91平方 
   メートル 宅地 5,684,900円  568,490円 

２ 富山市曙町 109番３  640.17平方 
   メートル 宅地  976,803円    97,680円 

  備考 予定価格とは、あらかじめ県が定めた最低貸付料をいう。 

 ⑵ 貸付期間 

   物件１、２ 貸付期間は、令和４年４月１日から令和５年３月31日までとし、 

        その後は令和７年３月31日までを限度として、１年毎に富山県と 

        借受者の同意により貸付期間を更新することができるものとする。 

        ただし、貸付期間中は、借受者より契約の解除を申し出ることは 

        できない。 

    借受者は、前項の規定による貸付期間の更新を行おうとする場合、貸付期 

   間の満了の５月前までに、更新の意思があることを、富山県に書面をもって 

   通知しなければならない。 

    富山県は、借受者から前項の規定に基づく通知があった場合には、貸付期 

   間の満了の３月前までに、更新の可否を、借受者に書面をもって通知しなけ 

   ればならない。 

    また、貸付期間の途中で借受者の駐車場運営に配慮して県が契約を解除す 

   ることはありません。 

２ 入札に必要な資格                            

  次の各号のいずれかに該当する方は、この入札に参加することはできません。 

 ⑴ 地方自治法施行令第 167条の４第１項各号のいずれかに規定する者又は同条 
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  第２項各号のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後２年を 

  経過しないもの若しくはその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札 

  代理人として使用する者 

 ⑵ 今回の入札において特別に定める制限に該当する者 

   なお、⑵については、お問い合わせください。 

３ 入札説明書、入札心得書及び契約条項を示す日時及び場所 

 ⑴ 日時 令和４年２月14日（月）から令和４年２月28日（月）まで（日曜日、 

  土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日を 

  除く。）の午前８時30分から午後５時15分まで 

 ⑵ 場所 富山県富山市新総曲輪１番７号 

      富山県経営管理部管財課県有施設総合管理推進班 

      電話番号 076-444-3172（直通） 

４ 入札参加申込み 

  一般競争入札に参加しようとする方は、令和４年２月28日（月）までに、入札 

 説明書に定める申込書及び添付書類を、富山県経営管理部管財課へ持参されるか、 

 又は簡易書留でお申し込みください（簡易書留は、締切期限の消印有効です。）。 

５ 入札及び開札の日時及び場所 

 ⑴ 日時 物件１ 令和４年３月７日（月）午前10時30分から 

      物件２ 令和４年３月７日（月）午前11時20分から 

 ⑵ 場所 富山市新総曲輪1-7  

      富山県庁東別館１階入札室 

 ⑶ 受付時間 

   入札保証金の納付は、入札時間の開始30分前から10分前まで受け付けます。 

６ 入札保証金 

  入札に参加しようとする方は必ず、銀行が振り出し、又は支払保証をした小切 

 手により前記１の表に掲げる入札保証金を入札執行日の受付時間内に納めなけれ 

 ばなりません。 

７ 落札者の決定方法 

  有効札のうち、予定価格以上の最高価格で入札した方を落札者とします。 
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８ 入札の無効 

  富山県会計規則（昭和62年富山県規則第17号）第94条及び別に定める入札心得 

 書第７条に該当する入札は、無効とします。 

９ 契約の締結 

  落札者は、落札決定の日の翌日から起算して７日以内（日曜日、土曜日及び国 

 民の祝日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日は算入しませ 

 ん。）に契約を締結する必要があります。この期間内に契約を締結しない場合は、 

 入札保証金は、県に帰属します。 

10 用途の制限 

  落札者は、貸付物件を有料貸駐車場として運営・管理しなければなりません。 

11 質問受付 

  質問は、令和４年２月18日（金）午後５時15分までに富山県電子申請サービス 

 又はＦＡＸで提出してください。原則として電話での質問は受け付けません。 

  質問への回答はまとめて県ホームページに令和４年２月22日（火）に公開しま 

 す。入札参加者は、県の質問への回答を了承したものとします。 

  なお、貸付対象物件に存置する構造物等に関する質問の際は、必ず該当する部 

 分の写真を添付してください。 

  富山県電子申請サービス：https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/GNu3WaM5 

  ＦＡＸ：076-444-3486  

12 その他 

  県は、本件の入札結果及び契約内容（個人に関する情報を除く。）について、 

 事後に公表するものとします。 

13 問い合わせ先 

  富山県富山市新総曲輪１番７号 

  富山県経営管理部管財課県有施設総合管理推進班 

  電話番号 076-444-3172（直通） 
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富山県の物品等調達に係る一般競争入札の実施 

 富山県の物品等調達について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法 

施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の６第１項の規定により公告する。 

  令和４年２月14日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 調達物品等の名称及び数量  

   液晶モニタ 121台 

 ⑵ 調達物品等の規格、機能、性能等  

   入札説明書による。 

 ⑶ 納入期限 

   令和４年３月28日 

 ⑷ 納入場所  

   入札説明書による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格   

 ⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（令 

  和３年富山県告示第 160号）第１の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

  の審査の結果、Ａ又はＢの等級に格付けされている者であること。 

   なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、物品等の調達契約に 

  係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（令和３年富山県告示第 

   160号）第４の４に掲げる場所において随時申請を受け付けている。 

３ 入札に参加する者に求められる義務 

 ⑴ 本件入札に参加しようとする者は、入札説明書で定める入札参加申込書を⑷ 

  に掲げる期限までに４⑴に掲げる場所に持参又は郵便（提出期限までに必着の 

  こと。）で提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

 ⑵ 入札参加資格の確認は、入札参加申込書の提出期限の日現在の事実をもって 

  行うものとする。ただし、同日において２の各号に定める入札に参加する者に 

  必要な資格のすべてを満たしている者であっても、開札日時までに必要な資格 
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  を満たさなくなった場合は、入札に参加することができないものとする。 

 ⑶ 本件入札に参加しようとする者は、入札しようとする物品等の仕様が、入札 

  説明書に示した規格、機能、性能等に適合するものであることを証明する書類 

  等（以下「応札仕様書等」という。）を⑷に掲げる期限までに４⑴に掲げる場 

  所へ提出しなければならない。 

   なお、提出した応札仕様書等に関し、契約を担当する職員から説明を求めら 

  れた場合は、これに応じなければならない。 

 ⑷ 入札参加申込書及び応札仕様書等の提出期限 

   令和４年２月22日 午後４時  

４ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書、入札参加申込書及び応札仕様書等の提出場所、契約条項を示す場所、 

  入札説明書の交付場所並びに問合せ先（この公告に関する事務を担当する室課 

  の名称） 

   〒930-8570 富山市新総曲輪１番７号 

         富山県警察本部警務部会計課調度係 

         電話 076-441-2211 

 ⑵ 入札説明書の交付方法 

   令和４年２月14日から同年２月18日までの間の午前８時30分から正午まで及 

  び午後１時から午後５時15分まで、前記⑴の場所において希望者に無料で交付 

  する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   令和４年３月２日 午前10時    

 ⑷ 入札書の提出方法 

   直接持参又は郵便（郵便による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着と 

  すること。） 

５ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 開札日時 

   令和４年３月２日 午前10時 

 ⑵ 開札場所 
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   〒930-8570 富山市新総曲輪１番７号 

         富山県警察本部２階  202会議室 

 ⑶ 開札は、原則として入札に参加する者の全員の立会いの下で行う。ただし、 

  開札に立ち会うことができない者は、開札日の前日までにその旨を４⑴の機関 

  に届け出るものとする。 

６ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

７ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 

  した入札 

  ⑶ 入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

８ 入札の方法 

  落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を 

 加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額） 

 とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ 

 るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相 

 当する金額を入札書に記載すること。 

９ 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出し、かつ、３の応札仕様書等の審査の結果この公告及び 

  入札説明書に示した物品等を納入できると認めた者であって、予定価格の制限 

  の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

  札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ 

  ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関 

  係ない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入 

  札をすることがある。 
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10 その他 

 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 
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